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開  会  

委員長  おはようございます。 

 本日の出席委員は１４人につき、定足数に達しております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

委員長   歳入の説明を求めます。 

 財政課長 

財政課長  おはようございます。 

 一般会計歳入予算について説明いたします。予算書１２ページをお願いします。 

 １款町税、本年度予算額３４億７,０２８万６,０００円を計上しております。前年

度比１億９６５万１,０００円の増額です。 

 増額となる町税につきましては、１５ページをご覧ください。 

 １款２項固定資産税８,４２４万４,０００円の増、３項軽自動車税２６０万円の

増、４項町たばこ税３,４１８万２,０００円の増を見込んでおります。 

 １２ページに戻っていただきまして、２款地方譲与税、前年度比１,１８２万６,０

００円増の１億５,０４９万２,０００円。 

 ３款以降の各交付税については、前年度実績により計上しております。 

 ３款利子割交付金、前年度比５０万円減の１００万円。 

 ４款配当割交付金１,２００万円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金１,０００万円。 

 ６款法人事業税交付金、前年度比２,０００万円増の４,０００万円。 

 ７款地方消費税交付金、前年度比５,０００万円増の６億５,０００万円。 

 ８款ゴルフ場利用税交付金、前年度比３００万円増の１,７００万円。 

 ９款環境性能割交付金、前年度比２００万円増の２,０００万円。 

 １０款国有提供施設等所在市町村助成交付金、前年度比１３３万３,０００円増の

１,９０３万８,０００円です。 

 柳委員から出されております、基地交付金の名目で本町の通信施設に使途制限な

しの一般財源として交付されている。使途制限なしだが、どのような使われ方がよ

いと考えているか、また、どのように使用しているのかのご質問の回答は、国有提供

施設等所在市町村助成交付金は、米軍の施設や自衛隊が使用する施設が所在する市

町村へ財政上の影響等を考慮して創設されたもので、その性格は固定資産税の代替

的な財政補給金であり、使途が制限されない一般財源として毎年度交付されるもの

です。 

 その活用につきましては、財政補給金としての一般財源であることから、厳しい

財政状況を踏まえ有効に活用する必要があります。本町においては、筑前町多目的

運動広場整備等基金条例の規定に基づき本交付金を積み立て、基金設置の目的であ

る多目的運動広場の整備、維持・管理及び運営等に要する事業経費に充てることと

定められております。 

 １１款地方特例交付金、前年度比３００万円増の４,５００万円。 

 １２款地方交付税は、前年度比７,８１９万５,０００円減の３９億２７４万８,０

００円を計上しております。 

 内訳としましては、１７ページの下段をご覧ください。 

 普通交付税３５億８,２７４万８,０００円、特別交付税３億２,０００万円と見込

んでおります。 

 １２ページに戻っていただきまして、１３款交通安全対策特別交付金、前年度比

１２７万円減の４５０万円。 
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 １４款分担金及び負担金は、前年度比２８１万円増の１億９,５９８万７,０００円

です。増額の主なものは、保育料及び介護予防事業負担金の増によるものです。 

 １５款使用料及び手数料は、前年度比１４４万７,０００円増の２億２,６４３万

４,０００円。 

 １６款国庫支出金は、前年度比４億９,０５７万８,０００円増の２０億２,１３０

万１,０００円です。増額の主なものは、保育施設整備交付金及びデジタル田園都市

国家構想交付金の増によるものです。 

 １７款県支出金は、前年度比１億２,８９２万５,０００円増の１３億２,３９６万

４,０００円です。増額の主なものは、保育所運営費負担金及び森林木材産業循環成

長対策交付金の増によるものです。 

 １８款財産収入は、前年度比３９万２,０００円減の２,６１１万７,０００円です。

土地の貸付収入及び各種基金の利子によるものです。 

 山本一洋委員から出されています、町有地の有効活用をすることによる売買や使

用料収入、歳入の増加をする考えはのご質問への回答は、売却や貸し付けの対象と

なり得る未利用の町有地については、有効な利活用を図り、歳入につなげる取り組

みが必要と考えます。令和３年度と４年度には、活用予定のない土地２件を入札に

より売却することができました。さらに、城島団地跡地については、教育課の文化財

収蔵庫として活用が決まりました。今後も公有財産の活用予定や未利用地の選別等

を行い、有効活用を図っていきたいと思っております。 

 １９款寄附金は、前年度比５,０００万円増の２億８,０３６万６,０００円です。ふ

るさと応援寄附金２億５,０００万円、企業版ふるさと応援寄附金３,０００万円を見

込んでおります。 

 ２０款繰入金は、前年度比２億１,７２３万７,０００円増の１１億８,８１６万９,

０００円です。増額の要因は、合併２０周年記念事業やめくばーる、コスモスプラ

ザ、無線環境設備等のためにふるさと応援基金を活用するほか、財源確保のために

財政調整基金を繰り入れたことによるものです。 

 ２１款繰越金２億円です。 

 ２２款諸収入は、前年度比１,８７９万５,０００円増の１億９,６９０万５,０００

円です。増額の主なものは、デジタル基盤改革支援補助金の増によるものです。 

 １３ページの２３款町債は、前年度比６億３,６０９万５,０００円増の９億９,１

０９万１,０００円を計上しております。当初予算における公債費の元金償還金に対

する借入金の割合は、８３.９％となっております。 

 柳委員から出されております、本年度、約１０億の起債項目があるが、予算に対す

る割合の制限があるのか。また、現在までの地方債合計と返還利息残高はのご質問

への回答は、予算に対する割合の制限はございません。合併後から令和４年度決算

までの完済した地方債も含めた地方債の借入総額は、２４１億９,０６８万３,０００

円です。 

 ただし、令和５年度末現在高は、計画的な償還を進めた結果、１１４億４,６７０

万８,０００円まで減少する見込みです。返還利息残高については、５年度末利子現

在高を５億２,７９１万９,０００円と見込んでおります。 

 以上で説明を終わります。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 
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 これから、議案第１９号「令和６年度筑前町一般会計予算について」を採決したい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第１９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２０号「令和６年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算について」を議

題とします。 

 説明を求めます。 

 健康課長 

健康課長  おはようございます。 

 ここから特別会計に入り、健康課から国保特別会計の令和６年度当初予算説明を

させていただきます。 

 予算書２ページをお願いいたします。 

 令和６年度筑前町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４億３,２１８万８,０００円

と定める。５年度から２億６１１万４,０００円の増額となり、主な要因としまして

は、医療費の項目である保険給付費の大幅な増によるものです。 

 第２条は、一時借入金の最高額を５億円と定めたもの、第３条は、歳出予算の流用

について定めたものです。 

 事項別明細書で、歳出の要点のみ説明いたします。 

 予算書は１２ページから１３ページです。 

 １款１項総務管理費は国保事業の人件費及び事務費ですが、５年度から１４０万

７,０００円増額の５,４９８万９,０００円の計上です。増額の主な要因は、人事異動

及び給与改正による人件費増額によるものです。 

 次に、１款２項賦課徴収費は、国保税を賦課徴収するための予算で、５年度から１

１５万９,０００円増額の４３８万２,０００円です。主な増額要因は、法改正による

システム改修費、１２節委託料の増によるものです。 

 次に、１４ページから１５ページ、２款保険給付費は、５年度から２億２,２２９

万２,０００円増額で、予算総額の約７割を占める２４億３,３２８万４,０００円で

の計上であり、４か年の実績医療費からの推計によるものです。このうち、１５ペー

ジ、２款４項１目出産育児一時金及び２款５項２目葬祭費は、５年度と同額での計

上です。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、県が保険料収納必要額を市町村ごとに納付金

を算定したものであり、１人あたり納付金額は６,６３１円増額の１５万１,７１１円

となっています。 

 これにより、３款１項医療給付費分から、１６ページ、３項介護納付金分まで合わ

せて、５年度から３,０６６万８,０００円減額の総額８億７,５３７万１,０００円の

計上となりました。 

 ６款１項２目疾病予防費７７８万６,０００円は、レセプト点検や医療費通知など

の経費をこれまでの実績や見積りなどを踏まえ計上しております。 

 次のページにかけての６款２項１目特定健康診査等事業費は、国保特定健診、健



4 

 

康づくりがベースの予算編成であり、前年度から１,１０４万３,０００円増額の４,

６２９万７,０００円で、増額の主な要因は、１２節予約システム再構築費委託料及

びコールセンター委託料です。特定健診受診率４０％を目標とし、受診率向上、健康

づくりに向けた取り組みを進めたいと考えております。 

 次に、７款基金積立金７４万円は、基金運用利子見込額を計上しております。 

 次は、１８ページ、９款諸支出金及び１０款予備費は、５年度と同額の計上です。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入を説明いたします。 

 予算書８ページをお願いします。 

 １款国民健康保険税です。過去の調定額と今後の推計及び現年分収納率９５.９％

で見込み、前年度から５,５３７万３,０００円の減額の６億４,２３９万３,０００円

としています。 

 ６款１項１目保険給付費等交付金は、５年度から２億３,４６９万４,０００円増額

の２４億７,４３０万円で、予算総額の約７割を占めております。このうち普通交付

金２４億１,１８８万９,０００円は、歳出２款保険給付費に要する費用を計上してい

ますが、医療費の推計見込みにより、前年度から２億２,２３９万８,０００円の増額

としています。 

 特別交付金６,２４１万１,０００円は、保健事業等を支援するなど、予算書説明に

ありますように４つの項目に分けられ、特別な事情に対し、その事情に考慮し交付

されるもので推計し計上しているものです。このうち、保険者努力支援分は、特定健

診受診率向上、医療費適正化や収納率向上などのそれぞれの指標に対しての取り組

みに対し交付されているものであり、赤字補填目的の法定外繰入金の解消などにつ

いても指標評価が導入されています。 

 次に、９ページ、８款１項２目利子及び配当金は、基金運用利子見込額７４万円を

計上しています。 

 １０款１項１目一般会計繰入金は、５年度から８９１万３,０００円増額の２億８,

０４０万円を計上し、１節から６節までは法定内繰入金で、５年度から３０９万４,

０００円増額の２億５,６０３万６,０００円での計上です。 

 ７節その他一般会計繰入金は、疾病予防費や町民を対象とした運動教室等の保健

事業に係る費用の一部と地方単独事業の公費医療影響減額分を算定し繰り入れてい

る法定外繰入金ですが、赤字補填以外で認められている繰入金であり、２,３６７万

２,０００円を計上しております。 

 次に、１０款２項基金繰入金は、保険税の大幅な減のため歳入不足を生じるおそ

れがあることから、保険税改定ではなく、基金繰入２,７８３万７,０００円を行いま

す。 

 次に、１０ページ、１１款繰越金は、１,０００円の頭出し計上となっております。 

 １２款諸収入は、延滞金、第三者納付金返納金などを計上し、前年度同額の６０１

万７,０００円です。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 今後の医療費や納付金の動向など流動的な要素も多くなり、継続的な財政運営に

不安な点もありますが、円滑な運営となるよう努めてまいりますので、さらなるご

指導をよろしくお願いいたします。 

 以上で、国保特別会計の令和６年度当初予算の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 
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 （質疑なし） 

委 員 長  質疑はないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２０号「令和６年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第２０号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２１号「令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算について」を議題

とします。 

 説明を求めます。 

 健康課長 

健康課長  続けて、健康課から後期高齢者医療特別会計の予算説明をさせていただきます。 

 令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算書の２ページをお願いいたしま

す。 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億４,５３４万２,０００円と

定める。 

 ５年度から６,２４７万１,０００円の増額となりましたが、主に被保険者数の増加

見込みと療養給付費の増による広域連合納付金の増額によるものです。 

 それでは、歳出から説明いたします。 

 予算書９ページをお願いします。 

 １款１項１目一般管理費は、５年度から４１万３,０００円増額の４３９万７,００

０円となっています。増額の主な要因は、被保険者増による集団健診受診者数の増

を見込み、１２節健診追加項目委託料３３万６,０００円の増によるものです。 

 １款２項１目徴収費は、５年度から３７万６,０００円増額の１１５万４,０００円

の計上で、増額の主な要因は、６年度下半期開始の金融機関公金取扱手数料有料化

も含まれる１１節役務費３３万７,０００円の増によるものです。 

 ２款１項１目、後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の試算に基づき計上

していますが、被保険者数の増と療養給付費の増により、５年度から６,１６８万２,

０００円増額の５億３,８７４万円となっています。保険料負担金につきましては、

保険料率改正が２年に１回の改正の年となっており、６年度と７年度は、均等割額

が３,５６９円増額の６万４円、所得割率が１.２９％増の１１.８３％、賦課限度額

が、令和６年は７万円増額の７３万円となる予定です。 

 ３款諸支出金から４款予備費につきましては、前年同額での計上としています。 

 次に、歳入です。 

７ページをお願いします。 

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、広域連合試算によるもので、５年度

から４,７７０万４,０００円増額の４億５２７万５,０００円での計上です。これは、

被保険者数の増加及び保険料率改定によるものです。 

 ２款から４款につきましては、５年度同額での計上としております。 

 ５款１項１目事務費繰入金は、５年度から３８万７,０００円増額の１,８３２万円

での計上です。これは、広域連合に対する事務費１,３５５万９,０００円と町の事務
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費４７６万１,０００円に対する繰入金です。 

 ２目保険基盤安定繰入金１億１,８９０万５,０００円は、歳出の広域連合納付金で

計上しています費用を、一般会計で県負担金４分の３を受け入れ、町負担４分の１

を継ぎ足して繰り入れに対応するもので、広域連合試算により計上しており、５年

度から１,４３１万８,０００円の増額となっています。 

 ６款につきましては、５年度同額での計上としております。 

 次に、８ページ、７款５項５目雑入は、５年度から６万２,０００円増額の９７万

７,０００円の計上で、全て集団健診事務費交付金です。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計の予算説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２１号「令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算につい

て」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第２１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２２号「令和６年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」

を議題とします。 

 説明を求めます。 

 人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 おはようございます。 

 それでは、令和６年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について説明

いたします。 

 予算書の３ページをお開きください。 

 令和６年度筑前町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８１５万１,０００円と定める。 

 歳出予算から説明いたします。 

予算書の９ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費、令和６年度予算額５２１万円、令和５年度と比較して

１２万９,０００円の増です。増額の要因は、１２節委託料の増です。 

 １２節委託料につきましては、令和６年度予算額５７万１,０００円、令和５年度

と比較して１２万７,０００円の増です。令和５年度は、法律相談の年間の弁護士委

託料、住新貸付金請求に係る訴訟の弁護士への委託料の２つを計上しておりました

が、令和６年度新規予算として相続財産清算人選出申立委託料１２万７,０００円を

計上しています。 

 相続財産清算人選出申し立てとは、滞納者被相続人の債権を債権者が回収したい

が、相続放棄等により相続人がいない場合に、債権者が相続財産清算人の選任を家
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庭裁判所に申し立てることができる制度のことで、その申し立てを弁護士へ委託す

るための費用を相続財産清算人選出申立委託料として計上しています。現在のとこ

ろ該当案件があるものではございませんが、申し立て案件が生じた場合には速やか

に対応する必要がありますので、予算を計上しております。 

 ２７節の繰出金につきましては、令和６年度予算額４００万円、令和５年度と同

額です。令和６年度一般会計の職員人件費等への繰出金で、職員が事業にどれくら

い関わっているかを算出して予算を計上しています。その他につきましては、前年

度並みでございます。 

 続きまして、３款１項１目予備費です。令和６年度の予算額は２９４万１,０００

円です。事業費として必要な予算のほかは予備費となっております。 

 次に、歳入予算の説明をいたします。 

 予算書８ページをお開きください。 

 １款１項２目償還推進助成事業補助金、令和６年度予算額は８０万１,０００円で

す。令和５年度と比較して４万８,０００円の減となっております。この補助金は、

国・県の補助金になります。補助金額は滞納件数や事務経費による算出となります

ので、見込みとして計上しております。 

 ４款１項１目繰越金につきましては、令和６年度予算額５２０万円、令和５年度

と比較して１８０万円の減となっております。令和５年度の決算余剰金の見込額を

令和６年度に計上しております。 

 ５款２項１目国の住宅新築資金貸付金元利収入から４目県の住宅改修資金貸付金

元利収入までは、貸付金の返済分の収入でございます。令和６年度予算額は合計で

２１５万円、令和５年度と比較しまして５５万６,０００円の減額となっております。

債務者ごとに生活の状況を把握しながら返済計画を立てております。５１件の滞納

について、償還計画等により見込んだ額を計上しております。 

 最後に、滞納の状況としましては、令和６年１月末現在で、全部で５１件、滞納額

は１億１４万３,０００円余となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

河内委員  滞納件数５１件ということですが、昨年度より減ったんでしょうか、それとも、そ

のまま推移しているんでしょうか。 

委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 滞納件数５１件につきましては、令和４年度末の状況と同じ件数になっておりま

す。 

 以上です。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  これは、平成２８年度で全て本当は終わらないといけない事業なんです。４年か

ら５年、６年、ずっと持ち越して、いつまでに終わらそうと考えてあるんですか。 

委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 いつまでかかるのかというご質問でございますが、貸付金の徴収にあたっては、

債務者の生活状況に応じた分納計画に基づき、自主的返納を基本にした対応を行っ

ており、債務者の生活状況が変われば償還状況も変わってきますので、何年かかる

かは明確にすることはできませんが、近年の償還状況につきましては、年間で約４
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００万円となっておりますので、単純計算でいけばあと２５年ほどで終わると思っ

ているところでございます。 

 以上です。 

委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２２号「令和６年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算について」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第２２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２３号「令和６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算について」を議

題とします。 

 説明を求めます。 

 都市計画課長 

都市計画課長  令和６年度工業用地造成事業特別会計の予算をご説明いたします。 

予算書３ページをお願いします。 

 令和６年度筑前町の工業用地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億９,８２７万３,０００円と

定める。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表、地方債による。 

 ６ページをお願いします。 

 第２表、地方債につきましては、地域開発事業債８億９,３９０万円を借り入れる

ものです。 

 事項別明細書により歳出からご説明をします。 

１０ページをお願いします。 

 １款１項１目工業用地造成事業費、前年度比８億９,６３９万５,０００円増の８億

９,８０７万３,０００円。増額の要因は、四三嶋工業用地造成事業４工区によるもの。

１０節需用費、土地売買契約の収入印紙及び印鑑証明並びに消耗品費２２万３,００

０円。１１節役務費、開発申請手数料及び給水装置工事手数料８万４,０００円。１

２節委託料、造成後に境界を確定させるための測量委託料８００万円。１４節工事

請負費、団地造成及び町道金葺原線の道路改修工事７億円、調整池維持管理工事６

０万円、合わせて７億６０万円。１６節公有財産購入費、工業団地用地購入費１億

８,５９０万円、１８節負担金補助及び交付金、水道加入金及び下水道受益者負担金

３１８万７,０００円。 

 ２款１項１目予備費、前年度と同額の２０万円を計上しております。 

 次に、歳入。 

９ページをお願いします。 

 ４款１項１目前年度繰越金です。前年度比３９０万２,０００円増の４３７万３,０

００円。 
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 ５款１項１目土木債。地域開発事業債８億９,３９０万円。地域開発事業債は、工

業用地の造成を目的とする事業を対象にしており、充当率は対象事業費の１００％。

その資金は公的資金ではなく、民間等資金です。銀行等から借り入れる資金です。令

和６年度に工業用地造成、令和７年度に企業に用地売却、令和８年度に土地売却収

入により繰上償還を実施する予定にしております。 

 以上で、工業用地造成事業特別会計予算の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

河内委員  今、課長の説明で７年度に企業誘致ということでしたが、誘致の可能性はあるん

ですか。 

委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えします。 

 令和６年度に造成する工業団地は３工区に分かれております。１工区と３工区に

ついては、現在交渉中でございます。残る２工区につきましては、造成事業を完了し

た後、令和７年度に例えば、公募をして企業さんと交渉を行っていきたいと思って

おります。令和７年度を待たずしても、いい話があれば令和６年度にも交渉を続け

たいと思っております。 

 以上でございます。 

委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２３号「令和６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算につ

いて」を採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第２３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２４号「令和６年度筑前町下水道事業会計予算について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 上下水道課長 

上下水道課長  おはようございます。 

 令和６年度筑前町下水道事業会計予算について説明をいたします。 

 予算書をお願いします。４ページです。 

 令和６年度筑前町下水道事業会計予算。 

第１条、令和６年度筑前町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。年間有収水量は２６７万３,４２７

立米としております。主な建設改良事業といたしましては、三輪中央浄化センター

更新工事、汚水管渠工事、公共枡設置工事、流域下水道建設負担金でございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収益的収入及び収

益的支出は、それぞれ１３億８,６３８万６,０００円です。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額３億４,６６４万２,０００円は、過年度分損益勘定留保
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資金６,５１８万８,０００円、当年度分損益勘定留保資金２億８,１４５万４,０００

円で補填をするものでございます。資本的収入６億３,５９０万円、資本的支出９億

８,２５４万２,０００円です。 

 ５ページをご覧ください。 

 第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおり定め

るものとし、借入限度額は１億６,１３０万円とするものです。 

 第６条、一時借入金の限度額は１億円と定める。これは、資金不足が生じる場合に

運営資金として一時借り入れするものです。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。営業費用、営業外費用、特別損失の間の流用、建設改良費、企業債償還

金の間の流用。 

 第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、またはそれ以上の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならないものとして、職員給与費４,５６０万２,０００円と計上しており

ます。 

 ６ページをお開きください。 

 第９条、下水道事業運営のための一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、２,

６７１万８,０００円とするものです。これは、交付税算定基礎に含まれない基準外

の繰入金となっております。 

 ２０ページをお開きください。 

 債務負担行為に関する調書でございます。令和５年度当初予算において、２か年

の債務負担行為として計上しておりました三輪中央浄化センター施設更新工事です

けれども、令和６年度が最終の年度ということになっております。 

 続きまして、詳細につきましては、事項別明細書で説明をしたいと考えておりま

すので、３２ページをお開きください。 

 主なものについて説明をいたします。 

 まず、収益的収入及び支出です。 

 収入の部です。 

 下水道事業収益１３億８,６３８万６,０００円、前年度比４,７７２万７,０００円

の増です。要因といたしましては、主に使用料、雨水処理負担金、国庫補助金の増に

よるものです。 

 １款１項営業収益５億５,８３０万４,０００円、前年度比２,７３７万３,０００円

の増です。同項１目使用料５億１,０４５万４,０００円は、これまでの実績によりま

して推計したものでございます。同項２目他会計負担金、１節雨水処理負担金４,６

０１万６,０００円は、雨水処理に要する経費として基準内繰入金を計上しておりま

す。 

 同款２項営業外収益８億２,８０８万２,０００円、前年度比２,０３５万４,０００

円の増です。同項２目他会計補助金２,６７１万８,０００円は一般会計から補助を受

けるもので、料金や基準内繰入金で不足する額を繰り入れるものとなっております。

基準内繰入金となる他会計負担金等が増額となったことが減少の要因となっており

ます。３目他会計負担金４億５,７８３万７,０００円は、高資本対策経費等の負担金

であり、基準内繰入金として地方交付税算定基礎に含まれるものですが、特に高資

本対策費が増額したことが主な要因となっております。４目国庫補助金１,７２５万

円は、雨水管理総合計画の委託に伴う国庫補助金です。 

 ３３ページをご覧ください。 

 ６目長期前受金戻入は３億２,５８０万５,０００円で、ほぼ例年どおりとなってお
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ります。建設時の国庫補助金や一般会計負担金の減価償却見合い分を収益化するも

のであり、現金の収入はございません。 

 ３４ページをお開きください。 

 支出です。 

 下水道事業費用１３億８,６３８万６,０００円、前年度比４,７７２万７,０００円

の増で、収益と同額となっております。増額の要因といたしましては、営業費用、管

渠費の修繕並びに総係費の委託費、流域下水道維持管理負担金によるものでござい

ます。 

 １款１項営業費用は１２億３,７２０万２,０００円で、前年度比６,３７４万３,０

００円の増です。同項１目管渠費５,８４７万５,０００円です。これは、町内に埋設

した下水管の維持管理に要する経費でございます。併せて委託料や修繕費では施設

などの長寿命化を図るため、年次計画に基づき予算計上をしております。１６節修

繕費３,３５３万５,０００円は、計画的なマンホール内のポンプ、制御盤等の更新、

舗装、補修の費用であり、計画戸数の増により増額計上となっております。２１節委

託料１,１４８万円は管路の点検委託費であり、前年度並みを計上しております。２

３節工事請負費６３７万１,０００円は、朝倉県土整備事務所発注の国県道、それと

町道の補修工事に伴うマンホール調整工事、雨水幹線の水路清掃を予定しておりま

す。２５節動力費６０９万６,０００円はマンホールポンプ等の電気料で、実績によ

り計上をしております。 

 同項２目処理場費１億９,１６５万３,０００円で、町内３か所ある処理場の管理経

費となっております。処理場費も管渠費と同様で修繕を計画的に行っており、令和

６年度におきましては３２８万円の減額となっております。１６節修繕費２,０７７

万６,０００円は、計画に基づいた施設３か所の機器等の修繕費となっております。

２１節委託料１億２,０８４万８,０００円は、施設の運転管理、電気保安管理、汚泥

運搬、汚泥処理、水質検査等に係る費用となっております。２５節動力費３,８７０

万円は施設３か所の電気料であり、実績に基づいて計上をしております。２６節薬

品費１,０２８万９,０００円は、汚水処理に必要な滅菌剤や水処理剤等の薬品購入費

であり、実績により計上をしております。 

 ３５ページをご覧ください。 

 同項４目総係費１億３,６２２万７,０００円は、事務的経費となっております。こ

こにあります人件費等については省略をさせていただきます。２１節委託料６,９９

７万８,０００円は公営企業会計支援、メーター検針や下水道台帳、会計システム等

の委託料となっておりますけれども、６年度は雨水管理総合計画、経営戦略改定を

予定しており、その分が増額の要因となっております。２８節負担金１,０２８万１,

０００円は、排水協定に伴う朝倉市、大刀洗町への管理負担金、宝満川浄化センター

使用に伴う筑紫野市、小郡市等への減価償却相当分の負担金、農集汚泥の処理に係

る両筑衛生施設組合負担金が主なものでありまして、施設組合負担金の減によりま

して減少しております。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 貸倒引当金繰入額４２０万１,０００円は、不納欠損の損失に備えるための計上で

ございます。 

 同項５目流域下水道維持管理負担金１億７,８４０万円は、夜須地区の汚水処理に

伴う負担金で、加入者の増により増額計上をしております。 

 同項６目減価償却費６億７,２４４万７,０００円は、下水道事業にて建設した構築

物等の有形固定資産及び施設利用権の無形固定資産に対する令和６年度分となって

おります。減価償却費は現金の支出はございません。 
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 同款２項営業外費用１億４,６１８万３,０００円で、１,６０１万６,０００円の減

となっております。 

 同項１目支払利息１億４,０１８万３,０００円は、下水道建設として借り入れた企

業債利息となっております。 

 同２目消費税及び地方消費税は、納付消費税額として６００万円を見込んでおり

ます。 

 ３７ページをご覧ください。 

資本的収入及び支出です。 

 資本的収入６億３,５９０万、前年度比１億６７４万８,０００円の増となっており

ますけれども、令和６年度の事業費増加により、企業債の借り入れや国庫補助金の

増が要因となっております。 

 １款１項１目建設改良企業債１億６,１３０万円は、令和５年度に２か年の債務負

担行為を行いました三輪中央浄化センター更新工事の割合が、６年度のウエートが

大きくなったことが主な要因となっております。 

 同款２項１目他会計出資金２億８,５０７万３,０００円は、主に公債費に充てる経

費として一般会計から繰り入れるものでございます。 

 同款３項１目国庫補助金９,８５８万７,０００円は、三輪中央浄化センター更新工

事や企業誘致関連の実施設計として、国庫補助金要望額を計上しております。 

 同款４項１目他会計負担金７,１６５万５,０００円は、流域下水道建設に要する経

費等の負担金でありまして、これは交付税算定基礎に含まれる基準内繰入金となっ

ております。 

 同項２目受益者負担金と５項１目受益者分担金につきましては、公共農集地区の

加入金であり、前年度と同額を見込んでおります。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 資本的支出９億８,２５４万２,０００円、前年度比１億７０８万９,０００円の増

です。これにつきましては、請負工事費や流域下水道建設負担金の増が主な要因と

なっております。 

 １款１項建設改良費２億７,７６５万５,０００円。ここから支出された費用につき

ましては、各資産に振り替えられた後、減価償却の対象となっております。 

 同款１項１目施設整備費は２億３,４７３万４,０００円です。人件費等については

省略をさせていただきます。２１節委託料２,６７８万５,０００円は、企業誘致関連

の実施設計でありまして、補助金の対象となっております。２３節工事請負費２億

１３６万５,０００円は、三輪中央浄化センター更新工事、汚水管渠工事、公共枡設

置工事等を計上しております。 

 同項２目流域下水道建設負担金４,２９２万１,０００円は、宝満川上流流域下水道

の建設負担金でありまして、事業は県が行い、構成団体は計画排水量に応じて負担

をするものとなっております。 

 ３８ページをご覧ください。 

 同款２項１目建設改良企業債償還金は、７億４８８万７,０００円を予定しており

ます。 

 戻りますけれども、１２ページをお開きください。 

 令和６年度の筑前町下水道事業予定キャッシュフロー計算書となっております。 

 まず、業務活動によるものとして３億８,６４３万９,０００円余、投資活動による

ものといたしまして、マイナス６,３４８万１,０００円、財務活動によるものといた

しましてマイナス２億５,８５１万２,０００円余となりますけれども、右側の下から

３行目、資金増減額につきましては６,４４４万５,０００円余、期末残高といたしま
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して４億９,４６９万１,０００円余となり、資金不足については生じないこととなっ

ております。 

 最後に、３０ページをお開きいただきたいと思います。 

 このページに、重要な会計方針に係る事項に関する注記等を記載しておりますの

で、お読み取りいただきたいと思います。 

 以上で説明を終わりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 木村委員 

木村委員  ３５ページの２１節委託料について、具体的に説明をお願いします。 

委員長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 予算書のほうにも表記をさせていただいておりますけれども、雨水管理総合計画

策定委託、夜須地区事業計画変更、経営戦略改定ということになっております。 

 以上でございます。 

委 員 長  柳委員 

柳 委 員  今、木村委員のほうから質問があったんですけれども、関連で質問させていただ

きます。 

 収入のほうのタブレット２９ページ、他会計負担金で、雨水処理の増加で１,７３

１万円あるんですけれども、これと今ご質問があったタブレット３２ページ、支出

の分の総係費、２１目の委託料、雨水計画等の策定３,８３１万との関連はどんなふ

うでしょうか。 

委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 雨水処理に関しましては、補助事業で今回やるような形になっておりますけれど

も、通常、一般会計から雨水対策につきましては繰り入れをしておりますので、その

分を入れていただくということになっております。 

 以上でございます。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  予算書資料の３１ページです。１項２目２５節動力費が昨年度より５６０万円ほ

ど減額となっていますが、その要因は何でしょうか。 

委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 令和５年度の当初予算時におきまして、燃料費高騰等によって電気代が上がりま

すというふうな話を基に、令和５年度につきましては予算計上しておりました。そ

うしましたところ、実際、毎月支払う電気代につきましては、そこまで料金的に上が

らなかったというのが現状でございます。 

 ですので、事前に資料等を令和５年度はいただいておりましたけれども、実績に

基づいたほうがより合うんじゃないかということで、令和６年度予算につきまして

は実績に基づいて計上させていただいております。 

 以上でございます。 

委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２４号「令和６年度筑前町下水道事業会計予算について」を採決

したいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第２４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

休  憩  

委 員 長  ここで休憩いたします。 

 １１時２５分から再開します。 

（１１：１４） 

再  開  

委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１１：２５） 

委 員 長  先ほどの木村委員の下水道事業委託料の件で、上下水道課長から発言の申し出が

あっておりますので、これを許可します。 

 上下水道課長 

上下水道課長  先ほど木村委員よりご質問ありました下水道事業費用、総係費、委託料の中身に

ついてでございます。追加説明をさせていただきたいと思います。 

 この委託料といたしまして、雨水管理総合計画を予定しております。内容といた

しましては、公共下水道区域内の浸水対策を実施する区域、整備の水準、施設整備を

計画するものでございます。 

 それと、夜須地区事業計画の変更でございますけれども、こちらにつきましては、

令和６年度に食肉センター建設の予定地、農業集落排水区域等を町の下水道事業全

体計画区域に含める変更手続きを実施するものとなっております。 

 以上でございます。 

委 員 長  議案第２５号「令和６年度筑前町水道事業会計予算について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 上下水道課長 

上下水道課長  令和６年度筑前町水道事業会計予算について説明をいたします。 

 予算書の４ページをお開きいただきたいと思います。 

 令和６年度筑前町水道事業会計予算。 

第１条、令和６年度筑前町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は次のとおりとする。１つ目、給水戸数６,９４０戸。２つ

目、年間総給水量１４１万３,０００立方メートル。３つ目、１日平均給水量３,８７

１立方メートル。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。収入支出それぞれ

５億３,０５９万６,０００円を計上しております。 

 ５ページをご覧ください。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１億９４６万１,０００円は、過年度分損益勘定留保資

金１億９４６万１,０００円で補填をするものでございます。 

 収入です。 

資本的収入は０円ということで、収入はございません。 

 支出です。 

資本的支出は１億９４６万１,０００円となっております。 
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 ６ページをお開きください。 

 第５条、一時借入金の限度額は１億円と定めるものであり、資金不足が生じる場

合に、運営資金として一時借り入れをするものでございます。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。１つ目、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用。２つ目です。

資本的支出の建設改良費及び企業債償還金の間の流用。 

 第７条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、またはそれ以上の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならないものとして、職員給与費４,９２４万円としております。 

 第８条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。１つ

目、高料金対策費等としての経費４,０２２万４,０００円。２つ目、福岡県南広域水

道企業団建設負担金としての経費３,８５６万５,０００円。３つ目、水道事業認可変

更事業に関する費用として２,０１８万８,０００円としております。 

 １８ページをお開きください。 

債務負担行為です。 

 令和４年度に行った水道メーター検針委託料については、令和６年度までの３年

間となっておりますので、令和６年度内において次回の債務負担行為を予定してお

ります。 

 予算の詳細につきましては、２６ページをお開きいただきたいと思います。収益

的収入及び支出です。 

 まず、収入の部です。 

 水道事業収益５億３,０５９万６,０００円、前年度比１,９６２万６,０００円の増

となっております。水道料金、加入金、他会計補助金の増によるものでございます。 

 １款１項営業収益３億７,１７７万１,０００円、前年度比１,２７４万２,０００円

の増です。同項１目給水収益、１節水道料金３億５,０５５万円並びに同項３目その

他営業収益、１節加入金１,９８０万円は、実績並びに宅地開発の計画等を踏まえて

計上をしております。 

 同款２項営業外収益１億５,８８１万５,０００円、前年度比６８７万５,０００円

の増です。同項２目他会計補助金９,８９７万７,０００円は、第８条の一般会計から

の補助金となっております。高料金対策費は有収水量の増減により減少し、県南建

設負担金につきましては、昨年と同額、水道事業認可変更費用は、四三嶋工業団地等

への企業誘致に伴う使用水量変更に関する県への委託料として、令和６年度のみの

計上となっております。 

 ２８ページをお開きください。 

 水道事業費用５億３,０５９万６,０００円、前年度比２,０２５万２,０００円の増

です。この要因といたしましては、先ほどの水道事業認可変更委託料の増によるも

のです。 

 １款１項営業費用４億７,５８８万９,０００円、前年度比２,２０２万８,０００円

の増となっております。同項１目原水及び浄水費１億６,９３１万１,０００円は、県

南広域水道企業団からの受水費用、第２期拡張事業に係る建設負担金となっており

ます。２４節の受水費、２６節負担金ともに、前年度とほぼ同額計上となっておりま

す。 

 同項２目配水及び給水費３,３３５万３,０００円は、配水地から先の配水施設とな

る配水管や給水管、ポンプ場などの維持管理に伴う経費となっており、委託料は、各

施設の維持管理や事業の変更時などの委託、修繕費は、点検修繕等を年次計画に基

づきまして定期的に行うことで施設の長寿命化を図っております。１７節委託料４
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３８万１,０００円は、各施設の管理委託費を計上しておりますけれども、令和５年

度に水需要予測を行ったことによりまして、６年度は減額ということになっており

ます。１８節修繕費１,７００万４,０００円は、各施設の電気機器や機械機器の定期

的な整備、それと舗装補修等を行っておりますけれども、令和６年度につきまして

は、箇所数の増加により増額計上となっております。２２節動力費１,０４６万４,０

００円は、受水場、配水場等に係る電気料となっておりますけれども、実績を踏まえ

計上をしております。６年度より減額ということになっております。 

 同項３目総係費９,４２９万７,０００円は、人件費を含めた事務的経費となってお

ります。人件費等につきましては、省略をさせていただきたいと思います。 

 ２９ページをご覧ください。 

 １５節手数料１３０万３,０００円。こちらにつきましては、これまでの口座振替

や残高証明、コンビニ収納に加え、１０月から振込手数料の有料化に伴い増額計上

となっております。１６節賃借料３２０万８,０００円は、会計システムや公用車、

積算システム等に係る費用となっておりまして、契約内容の見直しにより減額とな

っております。併せて２１節使用料１４４万４,０００円につきましては、賃借料と

同じ理由により増額となっております。 

 前後しますけれども、１７節委託料２,９７９万３,０００円は、メーター検針、各

システムの保守や更新費、水質検査等でございますけれども、令和６年度よりネッ

トバンキングに関する委託や水道事業認可変更費用により増額ということになって

おります。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 同款２項営業外費用５,１７０万５,０００円です。同項１目１節企業債利息３,３

６０万５,０００円、同項３目消費税及び地方消費税を１,８００万として計上してお

ります。 

 ３１ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出ですけれども、資本的収入はございません。 

 ３２ページをお開きください。 

支出でございます。 

 資本的支出１億９４６万１,０００円、前年度比３９３万１,０００円の増ですけれ

ども、こちらにつきましては、企業債の元金償還額の増が主なものとなっておりま

す。 

 ３３ページをご覧いただきたいと思います。 

 同款２項１目１節企業債償還金１億７２８万８,０００円を計上しております。 

 戻りますけれども、１０ページをお開きいただきたいと思います。 

令和６年度筑前町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書でございます。 

 まず、業務活動によるものといたしまして１億２,５７４万７,０００円余、投資活

動によるものといたしましてマイナス１９７万７,０００円、財務活動によるものと

いたしましてマイナス１億７２８万７,０００円余のキャッシュフローとなっており

ます。 

 右側下から３行目、資金増減額につきましては１,６４８万３,０００円余、一番下

になりますけれども、期末残高につきましては６億９７７万円余となり、資金不足

については生じておりません。 

 最後に、２４ページをお願いいたします。 

 こちらのほうに注記といたしまして、重要な会計方針に係る事項に関する注記と

いうことで書かせていただいております。お読み取りをお願いしたいと思います。 

 以上で、水道事業の予算説明を終わります。 
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よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 石橋委員 

石橋委員  ２９ページの２１節の使用料ですけれども、理由が電算システム使用料というこ

となんですけれども、令和４年度で５０万５,０００円、そして、令和５年度で８２

万８,０００円、令和６年度で１４４万４,０００円。年々増加しているんですけれど

も、これの理由は何かお答えをお願いいたします。 

委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  お答えいたします。 

 使用料の増加ということでご質問かと思いますけれども、令和４年度から令和５

年度につきましては、インボイス制度、コンビニ収納、こういったものが始まったこ

とによりまして増額となっております。 

 令和６年度は１４４万４,０００円ということで、６１万６,０００円増額となって

おりますけれども、こちらにつきましては、システムの契約の見直し等々を行いま

したことによるものでございまして、こちらのほうで使用料は前年度より６１万６,

０００円上がっておりますけれども、賃借料は８７万円下がっております。こうい

ったことで、契約の見直しによるものでございます。 

 以上でございます。 

委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２５号「令和６年度筑前町水道事業会計予算について」を採決し

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第２５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

 本特別委員会に付託されました議案第１９号から議案第２５号までの審査が全部

終了しました。 

委 員 長  田頭町長 

町  長  令和６年度予算特別委員会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ７会計全て承認、可決をいただきまして、ありがとうございました。ご承知のよう

に、厳しい財政事情ではございますけれども、昨今の経済状況、そして今後の地域振

興を考えた場合に、健全財政と地域振興の両立を念頭に積極予算としたものでござ

います。ぜひ、本会議におきましても、採択、採決、可決いただきますようお願いい

たしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 大変お疲れさまでございました。 

ありがとうございました。 

閉  会  

委 員 長  これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

 

（１１：４８） 




